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最高裁人任第910号

令和4年5月2SB

ぐ

内閣総理大臣・岸田文雄殿 ～－

最高裁判所長官大谷直人
O

（公印省略）

〔i

高等裁判所長官に任命されるべき･者を次のとおり指名する。

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである。

なか むら まこと

最高裁判所事務総長 中村 愼

(発令希望日令和4年6月23日以降）

可
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司
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